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受付年月日 年 月 日

略
歴

香
川
県
綾
歌
郡
（
現
高
松
市
）
国
分
寺
町
と
い
う
段
均

根
の
小
さ
な
田
ん
ぼ
が
連
な
る
山
あ
い
の
の
ど
か
な

地
域
で
、
中
学
校
の
数
学
教
師
の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
育
ち
、
同
町
立
国
分
寺
南
部
小
学
校
、
同
町
立
国

分
寺
中
学
校
（
軟
式
一
ｚ
・
頁
部
〉
を
経
て
、
香
川
県

立
高
松
高
等
学
校
（
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
〉
を
卒
業

昭
和
五
五
年
三
月
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

同
年
四
月
司
法
修
習
生
（
三
四
期
．
大
阪
で
実
務
修
習
）

五
七
年
掴
月
弁
慶
士
登
録
（
第
一
東
京
弁
蔑
士
会
）
・

平
成
一
六
年
六
月
株
式
会
社
ニ
フ
コ
社
外
監
壷
役

一
七
年
一
○
月
東
京
大
学
法
科
大
学
院
解
師
（
倒
産
処
理
研
究
｝

二
○
年
四
月
第
三
東
京
弁
疑
士
会
副
会
畏

二
一
年
二
月
法
務
雀
法
制
審
巌
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
委
員

二
二
年
七
月
日
本
弁
室
士
連
合
会
倒
産
法
制
等
検
討
委
員
会
委
員

長

二
三
年
六
月
全
国
具
案
笛
同
組
合
連
合
会
経
営
管
理
委
員

二
六
年
四
月
事
業
再
生
研
究
機
梼
代
表
理
事

二
七
年
四
月
日
本
弁
謹
士
連
合
会
副
会
長

同
月
第
一
東
京
弁
霞
士
会
会
長

同
年
六
月
株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
社
外
監
去
役

二
八
年
八
月
日
本
公
髭
会
計
士
侭
会
品
質
管
理
審
醸
会
委
員

三
○
年
六
月
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
社
外
取
締
役

令
和
元
年
六
月
株
式
会
祉
三
井
住
友
釦
行
社
外
取
締
役

三
年
九
月
最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

最
高
裁
判
馴
就
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
特
に
記
す
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。

裁
判
官
と
し
●
て
の
心
柄
え

日
本
国
憲
法
七
六
条
三
項
の
「
す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
ひ
践

立
し
て
そ
の
威
抱
を
行
ひ
、
こ
の
壷
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
き
れ
る
」
整

常
に
念
頭
に
置
き
、
仕
事
を
す
る
と
き
の
根
本
隙
理
と
Ｌ
主
す
む
．

そ
し
て
従
う
べ
．
き
「
良
心
」
の
充
実
・
向
上
に
日
々
努
め
、
「
独
立
」

は
す
る
が
独
善
に
陥
ら
な
い
よ
う
術
に
自
戒
し
、
「
騒
権
」
行
使
に
当
た
っ

て
は
「
記
録
α
資
料
を
よ
く
醜
み
、
自
分
の
頭
で
よ
く
考
え
、
わ
か
り
や
す

く
自
分
の
憲
見
を
言
い
、
同
僚
裁
判
官
と
多
面
的
で
深
み
の
あ
る
熟
議
を
尽

く
す
」
こ
と
を
信
条
に
、
一
つ
一
つ
の
事
件
に
全
力
で
取
り
組
み
き
す
。

ま
た
同
牽
法
八
一
条
の
「
赴
高
我
判
所
は
、
一
切
の
法
徳
、
命
令
、
規
則

又
は
処
分
が
憲
法
腱
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
裳

審
裁
判
所
で
あ
る
」
を
心
に
刻
み
、
こ
の
憲
法
上
の
職
責
を
適
切
に
全
う
し

ま
す
。

趣
味
な
ど

こ
こ
三
年
く
ら
い
で
す
が
、
山
歩
き
（
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
）
を
、
シ
ー
ズ
ン

に
は
月
二
回
を
目
標
に
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
丹
沢
・
箱
根
・
奥
多
摩
・
秩
父

な
ど
関
東
周
辺
の
山
が
中
心
で
す
が
、
羊
誇
山
・
斜
里
岳
・
羅
臼
岳
、
屋
久

島
（
縄
文
杉
）
ゞ
・
妙
高
山
な
ど
も
印
鎮
に
残
っ
て
い
ま
す
。

三
○
年
以
上
続
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
（
毎
年
一
○
○

個
く
ら
い
植
え
ま
す
）
、
バ
ラ
（
今
の
黒
バ
ラ
は
パ
パ
メ
イ
ア
こ
、
嵯
峨
菊

を
定
誹
と
し
た
プ
ラ
ン
・
タ
ー
で
の
花
栽
塘
が
あ
り
ま
《
も
二
○
二
一
年
は
、

余
っ
た
種
を
プ
ラ
ン
タ
ー
ま
わ
り
の
地
面
に
ば
ら
ま
い
た
と
こ
ろ
、
朝
顔
が

大
群
生
し
ま
し
た
。

弁
蔑
士
時
代
、
日
本
民
塀
鮮
訟
法
学
会
、
租
税
法
学
会
、
金
融
法
学
会
に

加
入
し
、
研
究
報
告
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
高
裁
判
所
判
事

お
か
垂
ざ
あ
き

岡
正
晶

_卜 Ｉ
Ｔ

昭
和
三
一
年
二
月
二
日
生

裁判官岡正晶
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